
（平成２１年８月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



新潟国民年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年９月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 58年９月から 61年３月まで 

    社会保険事務所に年金記録を照会したところ、申立期間が国民年金に未加

入であるとの回答を受け取った。 

私自身がＡ市役所において国民年金の任意加入手続を行い、昭和 48 年７

月から 61 年３月まで保険料を納付していた。途中で任意加入を止めたこと

はないのに 58 年９月以降が国民年金に未加入とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年７月に国民年金に任意加入して以降、申立期間を除く

国民年金加入期間の保険料を概ね納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、社会保険庁の記録及びＡ市役所が保管する国民年金被保険者名簿（電

算記録）には、昭和 58 年９月１日に資格喪失の記録があるものの、同市役所

の保管する国民年金被保険者カードには資格喪失日が記載されていない上、申

立人の所持する国民年金手帳にも資格喪失日が記載されていないなど、行政側

の事務処理が適切に行われていなかった形跡がうかがえる。 

さらに、申立期間の前後に申立人の住所の変更は無く、その夫の勤務先も同

一であるなど、申立人の生活状況に変化は見られないことから、申立人の主張

に不自然さは見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



新潟国民年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、昭和 52 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 52年１月及び同年２月 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和 52 年１月及び同年２

月の納付事実が確認できなかったとの回答を受け取った。 

父から国民年金に加入するように厳しく言われていたので、20 歳になっ

た当初から国民年金に加入し、保険料はＡ組合（現在は、Ｂ組合Ｃ支店）か

ら口座振替で納付していた。このため申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は２か月と短期間である上、申立人は、国民年金加入期間の保険料

をおおむね納付しており、同居の家族も国民年金加入期間の保険料をすべて納

付しているなど、申立人の納付意識は高かったものと認められる。 

   また、申立人は、国民年金加入当初からＡ組合の自らの預金口座から口座振

替で保険料を納付していたとしているところ、Ａ組合の元職員の証言から、Ａ

組合では昭和 50 年ごろから国民年金保険料の口座振替による収納事務を開始

していたことが確認できる上、当時、申立人がＡ組合の口座から国民年金保険

料を口座振替で納付していたと当該元職員が証言していることから、申立人の

主張には信憑
ぴょう

性が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



新潟国民年金 事案 791 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年９月から 41 年３月までの期間及び

45年４月から同年 11月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 12月から 41 年３月まで 

             ② 昭和 45年４月から同年 11月まで 

    テレビで年金問題が取り上げられた際、心配になり社会保険事務所に出向

いて、納付記録を確認したところ、申立期間の保険料が未納とされているこ

とが判明した。 

私の国民年金に係る加入手続は元夫が行い、保険料の納付は元夫又は義母

が元夫の保険料と一緒に私の分も払っていたはずである。元夫の保険料に未

納がないのに、私の保険料に未納があることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は申立期間以降の保険料をすべて納付してお

り、申立人が申立人の保険料を納付したとするその元夫も国民年金制度発足

時の昭和36年４月から60歳に至るまでの期間の保険料をすべて納付してい

るとともに、その義父及び義母とも国民年金加入期間の保険料をすべて納付

していることから、申立人の家族の納付意識は高かったと認められる。 

また、社会保険事務所の記録により、申立期間②直前の昭和 41 年度から

44 年度までの期間の申立人の保険料は現年度納付されていることが確認で

きる上、申立期間②が８か月と短期間であり、他の同居家族の保険料が納付

済みであることを考慮すると、納付意識の高いその元夫又は義母が申立人の

申立期間②の保険料のみを納付しなかったとするのは不自然である。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、厚生年金保険の適用事業所を退職した翌

月の昭和 39年 12月に元夫が国民年金の加入手続を行ったとしているが、社



会保険事務所の記録により、申立人の国民年金手帳記号番号は 40 年９月 1

日を資格取得日として 41 年 10月 13 日に払い出されていることが確認でき

るものの、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧及び氏名検索によっても、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号払出時点では、申立人の資格取得日

以降の期間である昭和 40年９月から 41年３月までの保険料については、過

年度納付が可能であることから、納付意識の高い申立人の元夫又は義母が過

年度納付の可能な当該期間の保険料を納付したとしても不自然ではない。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 39年 12 月から 40 年８月までの

期間については、未加入期間とされていることから納付書が発行されず、保

険料の納付ができなかったものと考えられる。 

また、申立人は保険料納付に関与しておらず、申立人が申立人の保険料を

納付したとするその元夫及び義母は既に他界しているため、国民年金の加入

状況及び納付状況は不明である上、申立期間の保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 40年９月から 41年３月までの

期間及び申立期間②の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



新潟国民年金 事案 792 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年 11月、平成２年３月及び同年４月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 11月 

                      ② 平成２年３月及び同年４月 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和 60年 11月と平成２年

３月及び同年４月の期間について、国民年金の加入記録と保険料の納付事実

が確認できないとの回答を受け取った。 

私は、昭和 60 年 11月に勤めていたＡ社を退職後すぐにＢ市役所において

国民年金に加入し、また、平成２年３月も勤めていたＣ社を退職後すぐに同

市役所において国民年金に加入した。どちらも保険料を納付したのに加入記

録が確認できないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

両申立期間は、１か月及び２か月といずれも短期間である。 

また、申立人の国民年金の加入状況及び保険料納付状況についての記憶は具

体的かつ鮮明であり、申立内容に不自然さは見当たらない。 

さらに、両申立期間当時、申立人と同居していたその元妻は、申立期間の保

険料が納付済みであることを考慮すると、申立人が申立期間の保険料を納付し

なかったとするのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



新潟国民年金 事案 793 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、平成５年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成５年３月 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、平成５年３月の納付事実が

確認できなかったとの回答を受け取った。 

    申立期間は、私が平成３年 12月１日から５年３月 31日までＡ大学から出

向してＢ大学で研究生として勤務していた時期であり、国民年金は３年 12

月から加入し、Ｂ大学に在籍中は保険料を毎月納付していた。このため、申

立期間の保険料のみが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１か月と短期間である上、申立人は、国民年金と厚生年金保険の

切り替えも適切に行っており、納付意識は比較的高かったものと認められる。 

   また、申立人は、Ｂ大学在勤当時においては、毎月、国民年金保険料を納付

していたとしているところ、事実、社会保険庁の記録により、平成３年 12 月

から申立期間直前の５年２月までの保険料は、毎月定期的に納付されているこ

とが確認できることから、比較的納付意識の高い申立人が、申立期間の１か月

のみ保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



新潟厚生年金 事案 526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（平成７年７月 29 日）及び資格取得日（平成７年９

月 25日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成７年７月 29日から同年９月 25日まで 

    ねんきん特別便の内容を確認したら、Ａ社に勤務していた期間のうち、平

成７年７月29日から同年９月25日までの２か月間が厚生年金保険被保険者

期間となっていないことが判明した。 

    平成７年７月に同事業所を一旦退職したが、２週間くらい経過後に復職の

依頼があり復職した。復職までの期間は、有給休暇扱いとして処理され、減

額されることなく給与をもらった。厚生年金保険被保険者記録の抜けている

期間の給与明細書には、厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁の記録では、Ａ社において平成３年 11月 20日に厚生

年金保険被保険者資格を取得し、７年７月 29 日に資格喪失後、同年９月 25

日に同社において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人から提出された、給与明細書、源泉徴収票並びに上司及び同

僚の証言から、申立人が、申立期間も継続して勤務し、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細

書及び源泉徴収票から、20万円とすることが妥当である。 



      なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、社会保険事務所の記録どおりの届出を行っているこ

とから、納付していないとしており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る平成７年７月分及び同年８月分の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



新潟厚生年金 事案 527 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た申立期間①に係る標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期間

の標準報酬月額を 22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 平成 10年 12月１日から 12年１月 25日まで 

             ② 平成 12年１月 25日から 13年ごろまで 

    社会保険事務所の訪問調査により、Ａ社で勤務していた期間のうち、平成

10年 12月１日から 12年１月 25日までの期間に係る標準報酬月額が、遡及
そきゅう

して大幅に引き下げられていることが判明した。 

当時、月 22 万円程度の給与を受け取っていたことから、この処理には納

得できないので、標準報酬月額を元に戻してほしい。 

    また、資格喪失日が平成 12 年１月 25 日となっているが、退職したのは

13 年ごろであるので、厚生年金保険被保険者期間についても調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間①

の標準報酬月額は、当初 22 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった平成12年１月25日より後の同年２月９日に

申立期間①の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して９万 8,000 円に引き下げられている

ことが確認できる。 

    また、申立人から提出された平成 11 年３月分及び同年 12月分の給与明細

書から、厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、申立人の主張す

る標準報酬月額と一致することが確認できる。 

    さらに、事業主は、「当時の経営状態は悪く、社会保険料を滞納していた。」

と証言している上、社会保険事務を担当していた事業主の妻は、「事業主と

一緒に、社会保険事務所の職員から、標準報酬月額を引き下げる届出をする



ように指示を受けた。」と証言している。 

    これらを総合的に判断すると、このような記録訂正処理を行う合理的な理

由は無く、申立期間①において、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が当

初、社会保険事務所に届け出た 22 万円に訂正することが必要であると認め

られる。 

 

  ２ 申立期間②について、雇用保険被保険者記録から、申立人が継続して平成

13年３月 24日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

    しかしながら、申立人から提出された給与明細書（平成 12 年８月、同年

11 月、同年 12 月及び 13 年１月分）により、いずれの月においても厚生年

金保険料を控除されていなかったことが確認できる。 

    また、社会保険事務所が保管する記録から、申立人が平成 12 年１月以後

は国民年金に加入し保険料を納付していることが確認できる上、同僚３人も、

同年１月以後は国民年金に加入し保険料を納付していることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 528 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た申立期間①に係る標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間①のうち、

平成 10 年 12 月から 11 年９月までに係る標準報酬月額を 20 万円に、11年 10

月から同年 12月までに係る標準報酬月額を 19万円に、それぞれ訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 平成 10年 12月１日から 12年１月 25日まで 

             ② 平成 12年１月 25日から同年２月 25日まで 

    社会保険事務所の訪問調査により、Ａ社で勤務していた期間のうち、平成

10年 12月１日から 12年１月 25日までの期間に係る標準報酬月額が、遡及
そきゅう

して大幅に引き下げられていることが判明した。 

当時、月 19 万円程度の給与を受け取っていたことから、この処理には納

得できないので、標準報酬月額を元に戻してほしい。 

    また、資格喪失日が平成 12年１月 25日となっているが、退職したのは同

年２月 24 日であるので、厚生年金保険被保険者期間についても調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間①の標

準報酬月額は、当初、平成 10 年 12 月から 11 年９月までは 20 万円、同年

10 月から同年 12 月までは 19 万円と記録されていたところ、同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった12年１月25日より後の同年２月９日に申

立期間①の標準報酬月額が遡
そ

及
きゅう

して９万 8,000 円に引き下げられているこ

とが確認できる。 

    また、申立人から提出された平成 11 年分給与所得に対する源泉徴収簿か

ら、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、申立人の主張する標準

報酬月額と一致することが確認できる。 



    さらに、事業主は、「当時の経営状態は悪く、社会保険料を滞納していた。」

と証言している上、社会保険事務を担当していた事業主の妻は、「事業主と

一緒に、社会保険事務所の職員から、標準報酬月額を引き下げる届出をする

ように指示を受けた。」と証言している。 

    これらを総合的に判断すると、このような記録訂正処理を行う合理的な理

由は無く、申立期間①について、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の標準報酬月額は、平成 10 年 12 月から 11 年９

月までは 20 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 19 万円の事業主が当初、

社会保険事務所に届け出た標準報酬月額に訂正することが必要であると認

められる。 

 

  ２ 申立期間②について、雇用保険被保険者記録から、申立人が継続して平成

12年２月 24日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

    しかしながら、申立人から提出された給与明細書（平成 12 年１月及び同

年２月分）により、いずれの月においても厚生年金保険料を給与から控除さ

れていなかったことが確認できる。 

    また、社会保険事務所が保管する記録から、申立人が平成 12 年１月以後

は国民年金に加入し保険料を納付していることが確認できる上、同僚３人も、

同年１月以後は国民年金に加入し保険料を納付していることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 38年４月１日から 43年 12月 21日まで 

社会保険事務所で年金請求手続の際に脱退手当金を受け取ったことにな

っていたが請求した覚えは無い。また、Ａ社を退職する時には再就職する

つもりであり、厚生年金保険の加入を続けなければならないことを知って

いたことから、脱退手当金を受け取ったとは考えられず、納得できないの

で、調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の事務処理において脱退手当金を支給した場合、厚生年金保

険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の表示をすることとされていたが、申

立人が所持している厚生年金保険被保険者証にはその表示が無い。 

また、当該被保険者証は、氏名が旧姓で、再交付の押印も無いことから、

当時交付されたものと考えられ、脱退手当金の受給を希望せず、厚生年金保険

被保険者証を大切に保管していたとの申立内容は信用できる。 
さらに、申立人が勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の申立人が記載されているページとその前後のページに記載されてい

る女性の脱退手当金受給資格者９人のうち、厚生年金保険被保険者資格を喪失

し、脱退手当金の支給記録がある者は申立人のみである上、申立期間の脱退手

当金は、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約１年３か月後の昭和

45年３月 13日に支給されたこととなっており、事業主による代理請求が行わ

れていたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



新潟国民年金 事案 794 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年８月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 56年８月から 61年３月まで 

ねんきん特別便が届き、申立期間が記録では未加入期間となっていると知

った。 

私は、勤めた会社を昭和 51年４月 25日に辞め、すぐに新しい仕事を始め

ると同時に自分でＡ市役所に出向いて国民年金の任意加入手続を行った。任

意加入期間中に資格喪失の手続はしておらず、任意加入時から 60 歳まで間

違いなく保険料を納付したので、申立期間が国民年金に未加入とされている

ことに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、任意加入の資格喪失手続を行っていないとしているが、特殊台帳

及びＡ市役所が保管する国民年金被保険者名簿には昭和56年８月21日に資格

喪失をした記録が確認できることから、この時点において資格喪失の手続が行

われ、納付書は発行されず保険料の納付はできなかったものと考えられる。 

また、申立人の所持する年金手帳には、昭和 61 年４月１日付けの被保険者

資格取得の記載とＡ市役所の押印が見られる。申立人は、この点について、61

年４月以降にＡ市役所に行った記憶は無い上、年金手帳は従来から金庫に保管

していたとするなど、申立人の記憶は曖昧
あいまい

であり、申立内容には不合理な点が

見受けられる。 

さらに、氏名検索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡は見当たらない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 795 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年７月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 46年７月から 51年３月まで 

    ねんきん特別便が届いて、年金記録の未加入期間について知った。 

国民年金加入手続の時期については記憶が無いが、昭和 46 年６月に長男

が生まれ、生まれたばかりの長男を連れて保険料の納付に行ったことを覚え

ている。このため、申立期間が国民年金に未加入とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年６月に長男が生まれ、その長男を連れて国民年金保険

料の納付に行ったとしているが、社会保険事務所の記録により申立人の国民年

金手帳記号番号は、51 年 11 月１日を資格取得日として 52 年１月に夫婦連番

で払い出されていることが確認でき、この時点では、申立期間は任意の未加入

期間とされていたことから納付書が発行されず保険料の納付はできなかった

ものと考えられる。 

また、申立人の国民年金加入時期及び手続場所についての記憶は曖昧
あいまい

であり、

申立人が記憶している保険料額も当時の額と相違している上、申立人の所持す

る年金手帳の住所欄には、昭和 51年 12月に転居した後の住所のみが記載され

ているなど、申立期間において申立人が国民年金の加入手続を行ったことをう

かがわせる周辺事情が見当たらない。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申立

期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無

く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 796 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年１月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 41年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和 40年１月から 41年３

月までの納付事実が確認できなかったとの回答を受け取った。 

    昭和 40 年１月に自転車修理販売業を開業した時、Ａ商工団体の指導を受

けて、国民年金の加入手続を行った。 

    私は、商売に専念していたので、加入手続及び保険料の納付は、元妻に任

せていた。元妻は几帳面な性格だったので、保険料は元妻が納めていてくれ

たはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、その

元妻が国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとしているが、加入手続

に関する元妻の記憶は曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、その元妻が昭和 40 年１月ごろ、申立人の国民年金の加入

手続を行ったとしているが、社会保険事務所の記録により、申立人の国民年金

手帳記号番号は、42年５月 25日に夫婦連番で払い出されていることが確認で

きる上、社会保険事務所保管の国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧及び氏名検

索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとするその元妻は、申立期間に係る

保険料が未納である上、保険料をさかのぼってまとめて納付したことはないと

証言しているなど、申立期間の保険料が特例納付されたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申



告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 797 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び 39 年４月から 44 年

10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

                         ② 昭和 39年４月から 44年 10月まで 

    国民年金保険料の納付記録を照会したところ、昭和 36年４月から 37年３

月までの期間及び 39 年４月から 44 年 10 月までの期間の納付事実が確認で

きなかったとの回答を受け取った。 

    私は、中学校を卒業後、父が営む製麺業を手伝ってきた。国民年金の加入

手続を行ったのは父親だと思うが、会社の事務担当者かもしれない。保険料

は父が納めたので、どこでどのようにして納めたとか、保険料の金額は分か

らないが、両申立期間の保険料については、父が納めたはずであり、未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与していない上、

申立期間の保険料を納付したとするその父は既に他界しているため、保険料の

納付状況が不明である。 

また、申立人と申立人の保険料を納付していたとするその父に係る両申立期

間を含む昭和 36 年４月から 44年 10 月までの納付記録は全く同一であり、そ

の父も両申立期間の保険料は未納である。 

さらに、申立人の特殊台帳の備考欄に「不在被保険者確認昭和 39年 12月」

との記載があることから、申立期間②の 39 年 12月当時、市役所では申立人の

所在を把握することができず、そのため、保険料の収納もできなかったものと

考えられる。 

加えて、両申立期間の保険料をその父が納付したことを示す関連資料（家計



簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟厚生年金 事案 521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月１日から 38 年６月 15日まで 

昭和 34年 10月１日から 38年６月 15日まで勤務したＡ社での厚生年金保

険の加入期間について確認したところ、39年６月 20日に脱退手当金として

支給済みとの回答を受けたが、脱退手当金を受け取った覚えは無いので、申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る申立人の被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りが無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ社を退職後、昭和 55 年４月まで厚生年金保険への加入が無い申立

人が申立期間の脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 30年３月から同年６月 30日まで 

    厚生年金保険の被保険者期間について照会したところ、昭和 30 年３月か

ら同年６月までの４か月間の記録が無いとの回答を受け取った。 

私は、昭和 30 年３月に高校の卒業式が終わるとすぐにＡ社に入社し、経

理事務や店頭販売に従事していた。病院に行くため、健康保険証も受領した

と記憶している。当時の給与明細書は無いが、給与から厚生年金保険と健康

保険の保険料を控除されていたと記憶しているので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の専務取締役、常務取締役及び複数の同僚が、申立人は申立期

間当時、Ａ社において事務員として勤務していたと証言していることから、申

立人が申立期間において同社に勤務していたことが推認できる。 
   しかしながら、申立期間当時のＡ社の経理事務担当者は、「高校卒業後すぐ

に採用された申立人は、実務経験が無いことから、採用後直ちに厚生年金保険

に加入させなかった。このため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料は控

除していない。」と証言している。 
   また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険・厚生年金保険被保険

者名簿において、申立人と厚生年金保険の被保険者資格取得日が同日で連絡先

が確認できた同僚二人は、「申立人と同時期に入社しているが、Ａ社のＢ部門

には見習期間があり、見習期間中は厚生年金保険には加入していなかった。」

と証言している。 
   さらに、申立人は健康保険証を受領したとしているが、その受領時期の記憶

は明確でない上、申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての具体的な記



憶が無く、厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の

資料も無い。 
   加えて、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているため、

申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控除され

ていたことを確認できる資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



新潟厚生年金 事案 523 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 38年３月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録の照会をしたところ、Ａ社Ｂ事

業所での加入期間が無いとの回答を受け取った。 

    Ｃ社Ｄ製造所の臨時従業員を解雇され、その後、昭和 37年 11月からＡ社

Ｂ事業所の現場職員として従事し、当初は現場の見張り・監督が主な仕事で

あったが、38 年１月からは完成箇所の書類作成が主な業務となり、週に２

日くらいの割合で現場事務所での宿直もあった。 

    当時は若く、年金への関心も薄かったので、厚生年金保険料をいくら納め

ていたかは覚えていないが、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ事業所の元同僚が、Ｅ事業所竣工 30 周年の懇談会のために作成した

「Ａ社Ｅ事業所建設工事従事者名簿」及び「Ｅ事業所竣工 30 周年懇談会の出

席者名簿」並びに複数の元同僚の証言から、申立人が同事業所に勤務していた

ことが推認できる。 

   しかしながら、社会保険庁の記録において、Ａ社Ｂ事業所が昭和 37 年８月

１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できる。 

   また、上記の「Ａ社Ｅ事業所建設工事従事者名簿」に氏名が記載されている

89 人のうち申立人を含む７人については、社会保険庁の記録から、Ａ社Ｂ事

業所において厚生年金保険に加入していないことが確認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



新潟厚生年金 事案 524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の第四種被保険者として厚生年

金保険料を納付していたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月 20日から 57 年４月 10日まで 

ねんきん特別便が来て厚生年金保険の任意継続をした申立期間が欠落し

ていることが分かった。 

勤務していたＡ社の仕事が減り、私も含め 10 人くらいが解雇された。会

社は３、４か月すれば忙しくなるから、その時は戻ってきてほしいと言われ

たので、わずかな期間と思い厚生年金保険の任意継続をし、厚生年金保険料

をＢ銀行に払い込んだ。証拠となる資料は無いが、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の第四種被保険者資格を取得し、

厚生年金保険料を納付していたと申し立てているが、申立人が初めて厚生年金

保険に加入した日は、Ａ社における資格取得日である昭和 50 年６月１日であ

り、56年 12月 20日に資格を喪失していることが確認できることから、申立期

間以前における厚生年金保険被保険者月数は 78 か月であり、第四種被保険者

資格の取得要件を満たしていない。 

また、申立人が厚生年金保険料を納付した事実を確認できる資料は無い上、

申立人は、保険料の納付金額や第四種被保険者資格の取得手続について具体的

な記憶も無い。 

さらに、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している９人の

同僚は、全員が同資格の喪失日から第四種被保険者資格取得の申し出期限であ

る６か月後までの間において第四種被保険者の資格を取得した記録が無い上、

８人が健康保険のみを任意継続していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の納付について確認できる関連



資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の第四種被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

納付していたことを認めることはできない。 

  



新潟厚生年金 事案 525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 36年４月 11日から 39 年 12月 20日まで 

    国民年金の払い込みが終了した満 60 歳の時に、役場からＡ社Ｂ工場の厚

生年金保険被保険者期間について、脱退手当金が支給済みであることを教え

られた。脱退手当金を受け取った記憶が無いので、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和40年２月18日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立期間と申立期間後に厚生年金保険に再加入した被保険者期間の厚

生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号となっており、脱退手当金を受給し

たために別の番号が払い出されたものと考えるのが自然である上、申立人から

聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月から 58年 11月まで 

                          ② 昭和 59年４月から 61年 12月まで 

    社会保険事務所で厚生年金保険の加入期間照会を行ったところ、申立期間

①のＡ社と申立期間②のＢ社に勤務した厚生年金保険の被保険者期間が無

いことに納得がいかない。 

 いずれの申立期間についても厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社は、

同社の所在地を管轄する法務局において商業登記の記録が確認できない上、

社会保険事務所においても、厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認

できない。 

    また、申立人は、事業主及び同僚の氏名等について記憶が無いことから、

Ａ社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 
     

２ 申立期間②について、同僚の証言から期間は特定できないものの、申立人

がＢ社に勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、Ｂ社は、既に解散しており、元事業主も他界している上、

当時の役員も所在が不明のため証言を得ることができないことから、厚生年

金保険料の控除について確認できない。 

    

３ 申立人はいずれの申立期間についても厚生年金保険料控除に係る具体的



な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人のいずれの申立期間についても厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を各事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 531 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険第三種被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 23年 12月から 24 年４月まで 

             ② 昭和 24年 12月から 25年９月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険被保険者期間を照会したところ、申立期間

①及び②が厚生年金保険第三種被保険者期間となっておらず、坑内加算がさ

れていないことが分かった。 

私は、Ａ社Ｂ所でトラック運転助手として勤務していたが、申立期間①及

び②の期間は「坑内雑役夫」として坑内労働に従事した。それにもかかわら

ず、社会保険庁の記録において、厚生年金保険第三種被保険者として坑内加

算されていないのは納得がいかない。 

両申立期間を厚生年金保険第三種被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、社会保険事務所の記録から、申立人がＡ社（現

在は、Ｃ社）Ｂ所において厚生年金保険第一種被保険者として勤務していたこ

とが確認できる。 

   しかしながら、申立人と同様にトラック運転手及び助手をしていた同僚３人

は、「臨時に冬期間のみ坑内労働を行っていた。」と証言しており、そのうち１

人は、「正規の坑内夫ではなかったため、厚生年金保険第三種被保険者にはな

れないことを承知していた。」と証言しているところ、事実、社会保険事務所

の記録において、同僚３人の冬期間における厚生年金保険第三種被保険者の記

録を確認できない。 

   また、申立期間①及び②について、申立人は、厚生年金保険第三種被保険者

として厚生年金保険料を控除されたことを確認できる資料が無い上、Ｃ社は、

当時の資料が無いため、申立どおりの種別変更の届出の有無については不明で



あると回答している。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険第三種被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月４日から 44 年７月 25日まで 

社会保険庁から年金記録照会が送付されたので確認したところ、Ａ社の厚

生年金保険に加入した日が昭和 44年７月 25 日となっていた。 

前の会社を辞めてすぐ勤務したので、厚生年金保険には１日の切れ間も無

く加入していた。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が名前を記憶している同僚の証言から、申立期間において、時期及び

期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に廃業しており、かつ、当時の事業主も他界してい

ることから、申立てに係る事実を確認することができない上、申立期間当時、

当該事業所において社会保険事務を担当していた元事務員は、「申立人は遠距

離通勤であり常勤できるか不明のため、当時の事業主の指示により入社当初は

厚生年金保険の加入届出をしなかったので社会保険の記録に間違いは無く、申

立期間について給与から保険料控除は行っていない。」と証言しているなど、

申立期間において事業主により給与から保険料が控除されていたことをうか

がえる周辺事情が見当たらない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票

には、申立期間において申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も

無いことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたものとは考え難

い。 
さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料控除に係る具体的な記憶

が無く、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい



たことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 34年４月 14日から 39 年８月 11日まで 

平成 19 年８月ごろの年金相談で、厚生年金保険の資格期間を調査しても

らい、同年 10月にもらった記録回答書を見て脱退手当金支払記録があるこ

とを知ったのだが、脱退手当金をもらった記憶が全く無いので、調査願い

たい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意

味する「脱」の表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２

か月後の昭和 39 年 10月 13 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、社会保険事務所のＡ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿の申立人の記載があるページの前後５ページに記載されている脱退手当

金受給資格者 51人の支給記録を調査したところ、24人に支給記録があり、そ

のうち 17 人は資格喪失から６か月以内に脱退手当金の支給決定が行われてい

る上、連絡先が判明した４人のうち３人は請求手続について会社が代理で請求

してくれたと証言していることを踏まえると、申立人についても事業主による

代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人の厚生年金保険の被保険者番号は、申立期間と申立期間後

の被保険者期間とでは別番号となっており、脱退手当金を受給したために番号

が異なっているものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


